
「岐阜県水道整備基本構想」（平成18年3月）において、地形・水系の自然的条件、核となる都
市の配置や生活圏、水道用水供給事業の給水区域等を勘案して、県内市町村を４つの広域水道圏に
区分。

岐阜県水道広域化推進プランの概要

１．背景・目的

○ 急速な人口減少や施設・管路の老朽化等に伴い、水道事業の経営環境は厳しさを増しており、
持続的な経営確保のためには、中長期の経営見通しに基づく経営基盤の強化が必要。

○ 県では、平成29年11月に設置した、県と市町村で構成する「岐阜県水道事業広域連携研究
会」等において、広域化に向けた検討を重ねてきた。

○ 平成３１年１月には、国から、広域化を進めていくための計画として「水道広域化推進プラ
ン」を令和４年度末までに策定するよう県に要請。

○ これらを踏まえ、水道事業に係る現状と将来見通し、課題、広域化シミュレーションとその効
果、今後の推進方針等を取りまとめた「岐阜県水道広域化推進プラン」を策定する。

●広域水道圏ごとの特徴

岐阜
広域水道圏

大垣
広域水道圏

岐阜東部
広域水道圏

飛騨
広域水道圏

7市7町1村
54.4万人

9市3町
95.5万人

2市9町
36.0万人

3市1村
14.0万人

全国平均（R1）3,298円

２．現状と将来見通し

 過去10年間で、約5%減少
（H22）1,976千人⇒（R1） 1,886千人

 今後４0年間で、約3０％減少
（R1） 1,886千人⇒（R40）1,284千人

●給水人口、有収水量、更新需要

給水人口 有収水量

●財政シミュレーション（料金改定無し）

 20～30年後に更新需要のピークが到来
 ピーク時は現在の2.0倍となる見込み

岐阜 ：1.7倍 大垣：2.0倍
岐阜東部：2.1倍 飛騨：2.6倍

更新需要

経常収支

 岐阜広域水道圏

17年以後に赤字

 大垣広域水道圏

12年以後に赤字

 岐阜東部広域水道圏

13年以後に赤字

 飛騨広域水道圏

５年以後に赤字

●職員数、年齢構成（上水道・用水供給）

 少人数（3人以下）で運営している事業者が約30％
 40代、50代の割合が高く、今後の技術継承が課題

40代以上が多い年齢構成（R1）

●施設利用率（上水道）
施設利用率
（上水道）

 県内平均 60.7％（全国 60.1％）

 過去10年間で、約5%減少
（H22）607千㎥/日⇒（R1） 575千㎥/日

 今後40年間で、30％減少
（R1） 575千 ㎥/日⇒（R40）402千 ㎥/日
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職員数 事業者数

１～３人 １２

４～６人 １１

７～10人 ４

11～20人 ６

21人～ ６

広域
水道圏

特徴
水道料金
(20㎥/月)

岐阜 ・山間地の一部を除き、ほとんどが地
下水を水源としており、ろ過施設を
必要としない。

2,097円

大垣 2,498円

岐阜
東部

・全体の８割近くの水量を県営水道か
ら受水し、自己水源を持っている市
町村は河川を水源としている。

・水源開発や浄水に経費がかかる。

3,822円

飛騨

・市町村合併に伴い、一定の広域化が
進展しているといえるが、峠等で集
落が分断されており、各地区に小規
模な水源が分散する状況。

・浄水方法は消毒のみとろ過が概ね
半々。

2,510円



４．広域化の方向性

「３．経営上の課題分析」を踏まえ、水道料金の上昇を抑制しつつ、適切に施設の更新
を行うためには、市町村を超えた水道事業の広域化を進め、水道施設の統廃合による財政
支出の削減と水道技術職員の確保に努める必要がある。

各事業体の理解、協力のもと、まずは、水質検査や施設管理の共同委託等による管理の
一体化を進めつつ、より水道施設の統廃合や職員の確保が進めやすい、単一の経営主体が
経営資源を管理する形態である「経営の一体化」についても検討を進めていく。

広域化の単位としては、本県は広大な面積を有し、地形・水系の自然的条件が地域によ
り大きく異なるため、基本的には４つの広域水道圏に区分して進めることとする。

○広域化の類型

６．当面の取り組み内容

「現状分析」と「将来見通し」の結果を踏まえ、経営上の課題を整理

給水人口の減少に伴い、水需要は今後４０年間で３０％の減少
施設の大量更新期到来により、建設改良費は２０～３０年後のピーク時には２倍まで増加
以上より、現行料金のままでは、今後10年以降で、経常収支が赤字、資金残高も不足する
事業体が発生

施設利用率が60％程度であり、施設能力と水需要との乖離が生じている事業体が存在

少人数（３人以下）の職員で運営している事業体が約３０％で、また、40代以上の職員が
約７０％と多く、若手職員の育成や技術の継承が課題

人材と技術力の確保

３．経営上の課題分析

経営の健全性、効率性の確保

５．広域化のシミュレーションと効果

 経営の一体化

・（岐阜東部） 令和５年度から、県と受水市町において、経営の一体化について議論を
深め、令和８年度を目途に方向性を明らかにする。

・（上記以外） 施設の共同化の検討状況を踏まえつつ、広域連携研究会の圏域部会にお
いて、議論を深める。

 施設の共同化

・（岐阜東部） 令和５年度から、「５．広域化のシミュレーションと効果」で効果を試算
した共同化案ごとに、関係事業者間で事業内容や効果等を精査した上で、
実施の是非を含め、検討、調整を進め、令和７年度までに方向性を明らか
にする。

・（上記以外） 令和５年度に、県において、幅広く施設の組合わせについて効果の試算を
行い、効果が認められるものについて、関係事業者間で実施に向けた検討
を行う。

 管理の一体化
・令和５年度に、管理の一体化に係る検討部会を設置し、具体的な協議を進め、令和６年度
までに方向性を明らかにする。

本プランでは、これまでの岐阜県水道事業広域連携研究会における議論等を踏まえ、現段階で検
討可能な広域化のパターンについて効果を試算した。

※岐阜東部広域水道圏は先行して「経営の一体化」及び「施設の共同化」を検討。
※各形態の削減効果等の定量的効果は、別紙のとおり。

また、広域化の定性的効果は下表のとおり。

形態 定性的効果

経営の一体化
・企業団として施設の統廃合を進めることで、施設の更新等を促進
・総務や経理部門の重複業務を集約し、組織を最適化
・国の補助金の活用が可能

施設の共同化
・施設更新費用の削減が可能
・管理する施設数が減少することで、維持管理費の削減が可能
・水需要に見合った施設を建設するため施設利用率が向上

管理の一体化
集約して管理することによる技術者不足の解消

・水道施設の維持管理等の広域連携単位における標準化
・資機材の共同備蓄等による危機管理体制の構築

2

形態 内容

事業統合
・経営主体も事業認可も一つに統合された
形態

経営の一体化
・経営主体は同一だが、事業認可及び料金
体系は別の形態

施設の共同化
・浄水場や水質試験センター等の共同設置、
共用

・緊急時連絡管の接続

管理の一体化
・水質検査や施設管理の共同委託
・総務系事務の共同委託

その他
・災害時の相互応援体制の整備、資材の共同
整備、ノウハウの共有等

高

低

取組による効果
及び

取組の難易度

施設の
共同化

管理の
一体化

経営の一体化

その他（災害対応、人事交流等）

事業
統合



広域水道圏 対象市町 内容
40年間における

市町の削減効果（億円）
40年間における

県の削減効果（億円）

岐阜東部
広域水道圏

可児市
A 隣接する配水池を集約して、新たな配水池を共同整備

1.1 ―

御嵩町 0.3 ―

恵那市

B1※ 市の既存浄水場を廃止し、県と市の新たな浄水場として共同整備 18.2 34.1

B2※ 市の既存浄水場を拡充して、県と市が新たな浄水場を共同整備 20.7 32.9

B3※ 両市の既存浄水場を廃止して、県と両市が新たな浄水場を共同整備、一部は県営
水道からの受水に切り替え

43.1
10.5

中津川市
4.8

C ２つの地区において、市の既存浄水場を廃止して、県営水道からの受水に切り替え 31.1 7.3

美濃加茂市 D 市の既存浄水場を廃止して、県営水道からの受水に切り替え 11.5 26.0

八百津町 E 町の既存浄水場を廃止して、県営水道からの受水に切り替え 15.9 2.6

多治見市 F 県の施設を市に移管（配水池として利用）し、市が既存配水池を一部廃止・縮小 1.4 1.5

合計（B１が選択された場合） 151.0

合計（B２が選択された場合） 152.3

合計（B３が選択された場合） 157.1

共同化業務 内容
４０年間における削減効果（億円）

岐阜
広域水道圏

大垣
広域水道圏

岐阜東部
広域水道圏

飛騨
広域水道圏

合計

① 料金系業務の共同化
検針、料金調定、料金収納、窓口業務、開閉栓受付等の業務を包括的
に共同委託

102.1 66.8 86.8 19.5 275.2

② 料金システムの共同化 水道料金を管理するシステムを共同委託・運用 7.2 4.4 5.7 1.3 18.6

③ マッピングシステムの共同化
水道施設や管路の位置や布設年度の情報等を一元的に関するシステム
の共同委託・運用

4.6 4.4 5.9 1.5 16.4

④ 水道メーターの共同購入 家庭用に設置される水道メーターの共同購入 2.3 1.2 1.6 0.3 5.4

⑤ 薬剤の共同購入 浄水場で使用される薬剤の共同購入 1.3 1.1 0.8 0.7 3.9

⑥ 水質検査の共同発注 水質基準全51項目の検査を共同委託 0.4 0.6 1.5 0.4 2.9

合計 117.9 78.5 102.3 23.7 322.4

③ 「管理の一体化」のシミュレーション

② 「施設の共同化」のシミュレーション ※ B1～B3は、恵那市及び中津川市と協議の上、いずれか一つを選択

① 「経営の一体化」のシミュレーション

広域水道圏 対象市町 内容
40年間における

市町の削減効果(億円)
40年間における
県の削減効果(億円)

合計

岐阜東部
広域水道圏

美濃加茂市、可児市、坂祝町、富加町、
川辺町、御嵩町、多治見市、瑞浪市、
土岐市、恵那市、中津川市

県と受水市町（7市4町）で企業団を設立し、経営を一体化して運営
「施設の共同化」、「管理の一体化」及び企業団設立により集約可
能となる業務の効果額に国庫補助金を合計して効果額を算出

214.1 142.7 356.8

（別紙） 「５．広域化のシミュレーションと効果」における定量的効果
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定量的効果は、県において「水道事業の再構築に関する施設更新費用算定の手引き（平成23年厚生労働省）」の費用関数等を用いて試算したもの。結果は下表のとおり。



＜施設の共同整備案 概略図＞＜凡例＞

（新設）共同施設

（新設）共同配水池

（新設）県管路

県送水管

県配水池

（新設）市町管路

市町送配水管

市町配水池

Ｃ 県、中津川市

市の既存浄水場を廃止して、県営水道からの受水に切り替え
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